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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○菅原委員長 それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

本日の出席者は全員でございます。 

ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○菅原委員長 再開いたします。 

１の令和８年第１回臨時会の運営について、（１）市長提出議案について、議案第１号、令和７

年度旭川市一般会計補正予算について、報告第１号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定

めること）、報告第２号、専決処分の報告について（変更契約を締結すること）、このことについ

て、理事者から説明願います。 

○土岐総務部長 令和８年第１回臨時市議会を１月２３日開会ということで、１月１６日に招集告

示をさせていただきましたので、議案につきまして御説明申し上げます。 

今回提出いたしました議案は、補正予算が１件、報告案件が２件の合わせて３件でございます。 

議案第１号、令和７年度一般会計補正予算につきましては、後ほど総合政策部長から御説明させ

ていただきます。 

報告第１号につきましては、市道の事故による損害賠償の額を定めることについてでございまし

て、２万６千２６８円を損害賠償の額として、１月７日に専決処分させていただいたものでござい

ます。 

報告第２号につきましては、変更契約の締結でございます。整理番号１は、旭山動物園遊戯施設

整備工事の契約金額を１億５千４０７万７千円から１億５千７０６万９千円に増額することについ

て、整理番号２は、千代田小学校グラウンド整備工事の契約金額を１億７千３８０万円から１億７

千５６５万９千円に増額することについて、いずれも１月６日に専決処分させていただいたもので

ございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 議案第１号の令和７年度旭川市一般会計補正予算につきまして、補正予算書

に基づいて御説明申し上げます。 

初めに、１ページを御覧ください。今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、そ

れぞれ３３億４千２５２万９千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、４ペ

ージから５ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、３款民生費の物価高騰

対応支援給付金支給費など２事業で、３３億４千２５２万９千円を追加するものでございます。歳

入につきましては、３ページの歳入にお示しいたしておりますように、１７款国庫支出金で４０億

８千４９１万２千円を追加し、２１款繰入金で７億４千２３８万３千円を減額するものでございま
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す。２ページの第２表、繰越明許費補正では、物価高騰対応支援給付金支給費など２件を繰越明許

費として追加するものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○菅原委員長 ただいま御説明いただきました。 

皆様から特に発言等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、審議方法について入ってまいります。このことについて、本会議直接審

議または特別委員会付託のどちらにするか、各会派及び無所属に伺ってまいります。 

○えびな委員（自民会議） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○金谷委員（民主連合） 本会議直接審議でよいと思います。 

○中野委員（公明党） 本会議直接審議でよろしいと思います。 

○まじま委員（共産） 本会議直接審議でよいと思います。 

○塩尻委員（市民連合） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 本会議直接審議でよろしいです。 

○菅原委員長 無所属安田議員からは、本会議直接審議でよいということでありました。 

本会議直接審議として、後日の議会運営委員会で、質疑、討論の有無及び賛否についてを伺って

まいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

（２）の会期と日程についてでありますが、本会議直接審議となりましたので、１月２３日金曜

日、１日とすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのようにさせていただきます。 

続きまして、２のその他でございます。（１）の旭川市議会委員会条例の一部改正についてとい

うところで、令和７年第４回定例会の本会議において、事務分掌条例等の一部を改正する条例が可

決されたことから、旭川市議会委員会条例の一部改正が必要となります。今後、代表者会議で協議

し、第１回定例会になろうかと思いますが、改めて議会運営委員会で扱うことでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのとおり扱うことといたします。 

協議事項は以上でございます。 

次回の運営委員会の招集ですが、１月２２日木曜日の午前１０時、口頭招集となりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上、散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時０７分 

 

 


